
交付規程様式等 

 

第１号様式   交付申請書兼実績報告書（第４条関係） 

第１号様式(その２の１) 事業実施報告書 

第１号様式(その２の２)  事業実施報告書 

第２号様式   交付決定通知書兼交付額確定通知書（第６条第１項関係） 

第３号様式   交付申請取下届出書（第７条関係） 

第４号様式   中止（廃止）承認申請書（第８条関係） 

第５号様式   状況報告書（第９条関係） 

第６号様式   請求書（第10条関係） 

第７号様式   返還報告書（第11条第５項関係） 

第８号様式   取得財産等管理台帳（第12条関係） 

第９号様式   財産処分承認申請書（第13条第２項関係） 

第９号様式(その２)  財産処分承認申請書 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、【参考様式】と 

記載のある書式は申請時 

には使用いたしません 

 

電磁的方法を用いて 

申請システム上で 

入力いただきます 



【参考様式】 

第１号様式（第４条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 御中 

 

 

申請者   住 所 〒 

氏名又は名称 

代表者役職・氏名 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

交付申請書兼実績報告書 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保

事業）交付規程（以下「交付規程」という。）第４条の規定に基づき下記のとおり申請及

び報告します。 

なお、補助事業の実施にあたり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30

年政令第255号）及び交付規程の定めるところに従います。 

 

１ 補助対象事業の内容 整備環境の確保事業 

 

２ 補助対象経費       金        円 

 

３ 補助金交付申請額     金       円 

 

４ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

 

５ 添付書類 別紙に記載の書類 
 

 

 

 

  

注：申請システムに 

参考様式と同等の 

内容を入力いただくため 

申請時に参考様式は 

使用いたしません 



第１号様式(その２の１)【米国車に対応したスキャンツールの導入に要する経費】 

 

〇補助対象スキャンツールを設置する事業場 

事業場 

認証・指定・認

定番号又は整備

士合格証書番号 

設備を設置する事業場名 所在地（現住所） 

事業場１   〒 

事業場２   〒 

 

 

〇補助対象スキャンツールのコード 

事業場 コード 

事業場１  ‐  ‐  

事業場２  ‐  ‐  

（注）「補助対象機器一覧」に記載のある機器に限る。 

 

 

〇補助事業に要する経費、補助対象経費、補助金の額 

内訳 
補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 補助率 補助金の額 

事業場１   １／２以内  

事業場２   １／２以内  

合 計     

（注） 

（１）補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額には消費税相当分の額は含まないこと。 

（２）補助対象経費を補助率で乗じた額が50万円を下回る場合の補助金の額欄に記載する金額は、 

100円未満を切り捨てた額とする。 

（３）補助対象経費を補助率で乗じた額が50万円を超える場合の補助金の額欄に記載する金額は、 

500,000円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

  



第１号様式(その２の２) 

【米国車に対応したスキャンツール利活用のための研修に要する経費】 

 

〇補助対象研修を受講した者の事業場 

事業場 研修を受講した者の事業場名 所在地（現住所） 

事業場１  〒 

事業場２  〒 

 

 

〇受講した補助対象研修のコード 

事業場 コード 

事業場１  ‐  ‐  

事業場２  ‐  ‐  

（注）「補助対象研修一覧」に記載のある研修に限る。 

 

 

〇研修に要する経費、補助金の額 

内訳 
研修に 

要する経費 
補助率 補助金の額 

事業場１  １／２以内  

事業場２  １／２以内  

合 計    

（注） 

（１）研修に要する経費、補助金の額には消費税相当分の額は含まないこと。 

（２）研修に要する経費を補助率で乗じた額が２万円を下回る場合の補助金の額欄に記載する金額は、

100円未満を切り捨てた額とする。 

（３）研修に要する経費を補助率で乗じた額が２万円を超える場合の補助金の額欄に記載する金額は、 

20,000円とする。 

 

  



第２号様式（第６条第１項関係） 
 第       号 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

交付決定通知書兼交付額確定通知書 
 

補助事業者 
 
令和  年  月  日付第   号で交付申請兼実績報告のあった令和７年度補正予

算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保事業）については、
令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保事
業）交付規程（令和８年５月７日国自整第31号。以下「交付規程」という。）第６条第１
項の規定により、下記のとおり交付することを決定し、その額を確定したので、通知する。 
 

令和  年  月  日 
令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 

 
記 

 
１ 補助金の交付の対象となる事業及びその内容は、令和  年  月  日付 

第   号交付申請兼完了実績報告のとおりである。 
 
２ 補助基本額、交付決定額及び確定額は次のとおりである。 
 

補 助 対 象 経 費 金            円 
交 付 決 定 額 金            円 
確 定 額 金            円 

 
３ 交付を行う補助金の額は、この交付決定額を上限とする。 
 
４ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第
179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255
号）、被害者保護増進等事業費補助金交付要綱（改正令和８年２月５日国官参自保第390
号）、被害者保護増進等事業費補助金交付要綱実施要領（先進安全自動車の整備環境の
確保事業）（最終改正令和８年２月19日国自整第243号）及び交付規程に従わなければな
らない。 

 
５ この交付決定兼額確定通知に対し不服があるとき、申請の取り下げをすることのでき
る期限は令和   年  月  日とする。 

 
６ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号  

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 御中 

 

 

申請者  住 所 〒 

氏名又は名称 

代表者役職・氏名 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

交付申請取下届出書 
 

 

令和  年  月  日付 第 －  号で交付決定及び額の確定通知のあった令和７

年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保事業）に

ついては、令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環

境の確保事業）交付規程（以下「交付規程」という。）第７条の規定に基づき、下記の事

項に不服があるので取下げます。 
 

記 
 
１ 補助金の額 

 

２ 交付申請年月日 令和  年  月  日 

 

３ 不服のある交付決定内容又は交付決定に付された条件 

 

４ 同上理由 

 

５ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

  



第４号様式（第８条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 御中 

 

 

申請者  住 所 〒 

氏名又は名称 

代表者役職・氏名 

 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

中止（廃止）承認申請書 
 

 

令和  年  月  日付 第 －  号で交付決定及び額の確定の通知を受けた令和

７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保事業）

を下記のとおり中止（廃止）したいので、令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補

助金（先進安全自動車の整備環境の確保事業）交付規程第８条の規定により申請します。 
 

記 
 
１ 補助対象事業を中止（廃止）する理由 

 

２ 補助対象事業を中止する期間及び再開後の完了年月日 

 

３ その他必要な書類 

 

４ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

 

  



第５号様式（第９条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 御中 

 

 

申請者   住 所 〒 

氏名又は名称 

代表者役職・氏名 

 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

状況報告書 
 

 

令和  年  月  日付 第 －  号で交付決定及び額の確定の通知を受けた令和

７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保事業）

の遂行及び収支の状況について、令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先

進安全自動車の整備環境の確保事業）交付規程第９条の規定により下記のとおり報告しま

す。 
 

記 
 
１ 補助事業の遂行状況 

 

２ 補助対象経費の区分別収支概要 

 

３ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

 

 
 
 

  



【参考様式】 

第６号様式（第10条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 御中 

 

申請者   住 所 〒 

氏名又は名称 

代表者役職・氏名 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

請求書 
 

 令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保

事業）に係る補助対象事業については、額の確定に基づき、下記のとおり支払いを請求い

たします。 

 

記 

 

１．請求金額 請求額合計  金                  円 

２．受 取 人 
（口座名義） 

フ リ ガ ナ  

氏      名  

３．振込先金融 
機関及び 
支店名 

 

銀行 

 支 店 金庫 

組合 

＊該当に○を付す。 
その他（                    ） 

４．預金種別 
当座預金    ・       普通預金 

＊いずれかに○を付す。 

５．口座番号  

 

 

１  本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

 

 

注：申請システムに 

参考様式と同等の 

内容を入力いただくため 

申請時に参考様式は 

使用いたしません 



第７号様式（第11条第５項関係） 

 

令和  年  月  日 

 
令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 御中 
 

申請者   住 所 〒 

氏名又は名称 

代表者役職・氏名 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

返還報告書 

 

令和  年  月  日付第 －  号で交付金額確定通知のあった令和７年度補正予

算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保事業）について、令

和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保事業）

交付規程第11条第５項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 
 

１ 既に交付を受けている補助金の額  金         円 

 

２ 返還を請求された金額及び年月日 

返還請求された金額  金         円 

請 求 年 月 日  令和  年  月  日 

 

３ 返還した金額及び年月日 

（１）返還金    金         円 

（２）加算金    金         円 

（３）返還年月日   令和  年  月  日 

 

４ 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

注 個人事業主の場合は商号・屋号等を記載すること。



第８号様式（第12条関係） 

 

令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の整備環境の確保

事業） 

 

取得財産等管理台帳（令和 年度） 

財産名注１ 規 格 数量 
単価 

（円） 

金額 

（円） 

取 得 

年月日 

耐用 

年数注２ 
保管場所 

        

注１ 対象となる取得財産等は、先進安全自動車の整備環境の確保事業により取得した機器等とする。 

注２ 耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）において定める

期間とすること。 

 

  



第９号様式（第13条第２項関係） 

 

令和  年  月  日 

 

令和７年度補正予算 被害者保護増進等事業費補助金事務局 御中 

 

 

申請者  住 所 〒 

氏名又は名称 

代表者役職・氏名 

 

 

令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金 

（先進安全自動車の整備環境の確保事業） 

により取得する補助対象機器に係る財産処分承認申請書 

 

 

標記について、令和７年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金（先進安全自動車の

整備環境の確保事業）交付規程第13条第２項に基づき、取得した財産の処分について承認

を求めます。 

 

 

 

本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

責任者 

連絡先 

責任者（所属部署・職名・氏名） 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

担当者 

連絡先 

担当者（所属部署・職名・氏名） 

住所 〒   - 

電話番号 

Ｅメールアドレス             ＠ 

 
  



第９号様式（その２） 

 

１ 処分の種類（ 目的外使用、譲渡、交換、売払、貸付け、取壊し、廃棄又は担保提供 ） 

 

２ 処分の概要 

装 置 又は 機 器 製品番号 

  

補助 

年度 

補助金交付 

申請額 

総事業費 

(補助対象経費) 

処分制限期間 

（Ａ）注１ 

経過年数 

（Ｂ） 

残存年数 

（Ａ－Ｂ） 

 

 

年 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

     年 

 

 年 

ヶ月 

 

     年 

ヶ月 

経緯及び処分の理由注２ 処分予定年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 処分制限期間は交付規程第13条の期間とすること。 

注２ 売却・譲渡・貸付・交換・抵当権の設定等の相手方のある場合は、それぞれの相手方（住所、氏

名、使用の場所及び流用の目的）及び条件について記載すること。 

 

  



別紙   

 

１ 添付資料 

 （１）自動車特定（分解）整備事業者を証する書面（以下、「認証書」という。） 

（２）認証書を提出できない者は、自動車整備士である証明（整備士手帳又は自動車整

備士技能検定合格証書の写し）及び以下ア．又はイ．に掲げる書面 

ア.【申請者が法人の場合】現在事項全部証明書の写し（発行後３か月以内のもの） 

イ．【申請者が個人事業主の場合】住民票の写し（発行後３か月以内のもの）又は

自動車運転免許証の写し 

（３）補助対象経費に係る請求書の写し 

（４）補助対象経費に係る支払を証する書類（領収書等）の写し 

（５）補助対象機器の写真 ※１ 

（６）研修を受けたことが確認できるもの（受講証明書等）の写し ※２ 

（７）その他事務局が指示する書面等 

（８）本補助金の申請をするにあたり必要な事項への宣誓書 

（９）一級自動車整備士が在籍していることを証明する書類 ※３ 

 

※１ スキャンツール補助を申請する場合 

※２ 研修補助を申請する場合 

※３ 補助金優先採択を求める場合 


